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第4期 郡山市教育振興基本計画について

一人ひとりのウェルビーイングと「学び」を高める 郡山の教育 2025.2.13 報告事項

教育総務部総務課

策定のポイント (3つの重点分野)

今後のスケジュール

第4期計画の概要策定の背景

(1) 背景と趣旨

①概要：

教育基本法第17条第2項の規定に基づき、本市における「教育振興
の施策に関する基本的な計画」として位置付けられ、今後の本市
教育の進むべき方向とその実現のために必要な施策等を明らかに
するものです。

②対象分野：

「学校教育」「生涯学習」の2分野

(2) 計画策定の必要性

①現計画 (第3期) の計画期間が、令和6 (2024) 年度で満了

②国の「第4期教育振興基本計画」｛令和5 (2023)年6月16日
閣議決定｝策定

(3) 計画策定の方針

①国の「第4期教育振興基本計画」の2つのコンセプト、5つの基本
的方針について、本市の実情に応じ、参酌します。

②「郡山市まちづくり基本指針 (あすまちこおりやま)」の教育に
かかる基本事項 (大綱や目標等) を踏まえ、教育委員会における
最上位計画として体系的に整理します。

(4) 計画期間 R7 (2025) 年度～R11 (2029) 年度 (5年間)

エコシステム：「生態系」を意味する生物学の専門用語で、地域の団体や人材が密接に連携し、地域の生涯学習環境を形成して
いることを表しています。

③新たな課題に即応した環境づくり(学びのDXと働き方改革、食育の推進）

①持続可能な地域の創り手の育成・ESDの推進

②誰一人取り残されない学びの推進

→全世代に向けた「学び」の
情報発信を強化する学びのDX

→全世代で「学び」に触れる環境づくり、未来のまちづくりの
担い手を育成し、シビックプライドを醸成する好循環を創出

→不登校や特別支援等多様な学びを支援する環境づくりと多様な背景を
持つあらゆる市民のウェルビーイングを高める包摂的な学びの推進
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